
品川区教育委員会委員の費用弁償に関する要綱

制定 平成２７年１０月２６日教育長決定

要綱第２２号

第１条 この要綱は、品川区行政委員会の委員の報酬および費用弁償に関する条

例（昭和４３年品川区条例第３０号。以下「条例」という。）第５条の規定に

よる費用弁償について、必要な事項を定めるものとする。

第２条 条例第５条第１項の経路および方法の認定の基準に関しては、区職員に

支給する旅費の例による。

第３条 委員は、出会する場合には、あらかじめ費用弁償に係る経路届（様式）

を品川区長に提出するものとする。

付 則

この要綱は、平成２７年１１月１日から施行する。



様式（第３条関係）

品川区長　様

出発 到着 運賃 旅行雑費
日

旅行経路 旅費
旅行用務および旅行先係長印 旅行者印

合　　　　　　　　　　　　　　計 0

経路届（　　　年　　　月分）

委員氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　


